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  令和３年度コミュニティ・スクールモデル事業の実施について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和２年 ９月：事業実施校の募集 

・令和２年 10月：モデル校選考・決定（５校） 

⇒馬込第三小・久原小・道塚小・大森第二中・大森第三中 

・令和２年 11月から令和３年３月：モデル事業事前調整 

・令和３年度  ：モデル事業実施（地域教育連絡協議会での制度説明、設置規則等調整） 

・令和４年度以降：順次、設置校拡大予定 

 

 

 

子どもたちを取り巻く社会状況や学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、地域の教育力を生かした「地域とともにある学校づくり」を目指す

ため、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）制度の導入に向けたモデル校を設置し、導入効果を検証しながら設置校の拡充を検討していく。 

１ 目的 

 

・平成 16 年：「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正によ

り、地域の特色を生かした学校運営を目的とした、コミュ

ニティ・スクール（学校運営協議会制度）創設。 

・平成 29 年：中央教育審議会答申を踏まえ、ＣＳ設置の努力義務化や、 

       その役割の充実などを内容とする地教行法改正（平成 29年施行）。 

ＣＳの設置が教育委員会の努力義務となる。 

・令和元年 ：区はＣＳに関する調査研究実施、導入効果を検証しながら 

段階的に設置校の拡充を検討する旨報告書を作成。 

※参考：令和元年５月現在、全国で 7,601 校（22 都道府県・695 市区町村の教育委員会）がＣＳを導入。 

２ これまでの経緯 

３ 大田区の現状 

４ コミュニティ・スクール（学校運営協議会）制度のイメージ 

学校支援地域本部 地域教育連絡協議会 ５ 今後のスケジュール 

学校 

 
（目的）学校運営の支援と地域

教育の振興 
（組織）町会、PTA、民協、 

学校支援地域本部、 

青少対、保護司等 
（主な役割） 
    学校運営への助言等 

 
（目的）具体的な教育活動の 

支援 
（組織）地域コーディネーター 
    学校支援ボランティア 

（主な活動） 
学習支援、緑づくり等環境 
整備、登下校見守り等 

 

学校を地域で支える仕組み 

・教職員の任用 

（学校運営協議会の 

意見を尊重） 

・協議会の設置 

・委員の任命 

・協議会の適正な運

営を確保する措置 

学習支援、環境整備、登下校見守りなど 

説明 

区教育委員会 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校） 

学校支援地域本部 

都教育委員会 

校長 

承認 

意見 

 

学校運営の 
基本方針 

 

学校運営・ 
教育活動 

 

説明 

地域学校協働活動 

 

地域コーディネーター、 
地域住民、保護者、PTA等 

地域 

意見 

意見 

意見を反映 
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学校運営協議会 

 
（目的）学校の目標やビジョンを地域住民等と共有し、地

域とともにある学校づくりを推進 

（組織） PTA、地域住民、地域コーディネーター等 

（主な役割） 学校運営に関する協議 

（権限） 学校運営の基本方針の承認 

学校運営全般への意見具申 

教職員の任用に関する意見具申 

（教育委員会規則で定める事項に限る） 

こども文教委員会 
令和２年 11 月 13 日 
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